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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

９※ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害 職員厚生課

補償等に関する条例の知事が定める額を定

める件の一部を改正する件

１０※ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害 同

補償等に関する条例第１０条の２の知事が

定める金額を定める件の一部を改正する件

１１ 指定障害児通所支援事業者を指定した件 障がい福祉課



徳
島
県
告
示
第
九
号

平
成
二
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号
（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
の
知
事
が
定
め
る
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
元
年
五
月
八

日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
五
月
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

四
、
九
〇
〇
円

一
三
、
二
八
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
四
八
四
円

一
三
、
二
八
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
〇
一
〇
円

一
四
、
二
四
九
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
三
八
九
円

一
七
、
二
八
五
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
七
六
〇
円

一
九
、
〇
五
二
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
〇
四
二
円

二
一
、
三
九
九
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
八
六
円

二
三
、
三
〇
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
九
一
三
円

二
五
、
二
三
二
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
四
二
四
円

二
四
、
七
九
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
、
二
二
一
円

一
九
、
七
六
九
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
六
〇
円

一
四
、
九
九
七
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
六
〇
円

一
三
、
二
八
五
円



徳
島
県
告
示
第
十
号

平
成
八
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号
（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
の
知
事
が
定
め
る
金
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
元
年
五
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
五
月
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
第
一
号
中
「
十
万
五
千
二
百
九
十
円
」
を
「
十
六
万
五
千
百
五
十
円

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
七
千
百
九
十
円
」
を
「
七
万
七
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介

護
を
要
す
る
状
態
の
項
第
一
号
中
「
五
万
二
千
六
百
五
十
円
」
を
「
八
万
二
千
五
百
八
十
円
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
二
万
八
千
六
百
円
」
を
「
三
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。



徳
島
県
告
示
第
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
五
月
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障
害
児
通
所

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支
援
の
種
類

年

月

日

合
同
会
社
ハ
ビ
リ
テ

徳
島
市
中
島
田
町
二
丁
目
六
七

お
や
こ
支
援
室
ゆ
ず
り
は

徳
島
市
北
矢
三
町
三
丁
目
二
―

児
童
発
達
支
援

平
成
三
十
一
年

番
地
の
一

八
五

四
月
一
日

社
会
福
祉
法
人
十
字
会

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
一
四

障
害
児
通
所
支
援
事
業
所

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
一
四

児
童
発
達
支
援

同

五
四
番
地

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
あ
こ

五
〇
番
地

放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
友
愛

阿
南
市
見
能
林
町
ふ
ち
う
二
番

児
童
支
援
事
業
デ
イ
サ
ー

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
日
開
元

同

同

地
三

ビ
ス
み
ら
い
ず

一
九
番
地
五

株
式
会
社
豊
結
会

同

那
賀
川
町
小
延
三
九
番

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

徳
島
市
南
昭
和
町
二
丁
目
二
〇

児
童
発
達
支
援

同

地
三

タ
ー

Ｆ
ｏ
ｒ

Ｙ
ｏ
ｕ

番
地
一
一

放
課
後
等
デ
イ

―
南
昭
和
町
―

サ
ー
ビ
ス

保
育
所
等
訪
問

支
援


